
 

 

適時開示に係る社内体制の概略図 

１． 適時開示に関する方針 

当社は、お客さま、株主・投資家、地域社会をはじめとするすべてのステークホルダーの皆さまに、当社グル

ープへの理解を深めていただき、当社の企業価値を正しく評価していただくために、透明性、公平性、継続性

を基本として、金融商品取引法及び上場証券取引所の定める法令・規則を遵守し、企業活動に関する会社情

報の公正かつ適時・適切な開示に努めます。 

２．決定事実、発生事実に関する情報 
  

 

 

３．決算に関する情報 

 

 

 

↓

↓

顧問弁護士
（相談・検討）

←

↓

↓

↓

各部署・グループ会社

＜会社情報収集＞
経営企画戦略部、財務経理部、総務部

＜適時開示判定＞
経営企画戦略部長、財務経理部長、総務部長

情報取扱責任者

経営会議
取締役会

＜外部公表＞
速やかに適時開示

↓

↓

会計監査人
（相談・検討）

←

↓

↓

↓

＜外部公表＞
速やかに適時開示

各部署・グループ会社

＜会社情報収集＞
財務経理部

＜適時開示判定＞
財務経理部長

情報取扱責任者

経営会議
取締役会


